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１ 計画対象施設の設定及び現状 

（１）計画対象施設の設定 

○ 本県が管理する漁港は、次の６つです。 

 所在地 漁港の種類 漁港の指定 

津屋崎漁港 福津市津屋崎 第２種漁港 昭和 27年 10月 6日 

大島漁港 宗像市大島 第２種漁港 昭和 26年 10月 17 日 

沖の島漁港 宗像市大島沖ノ島 第４種漁港 昭和 26年 10月 17 日 

小呂島漁港 福岡市西区小呂島 第４種漁港 昭和 27年 10月 6日 

沖端漁港 柳川市矢留本町 第２種漁港 昭和 26年 10月 17 日 

宇島漁港 豊前市大字宇島 第２種漁港 昭和 26年 10月 17 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各漁港における対象施設の数量は、次のとおりです。 

 津屋崎 大島 沖の島 小呂島 沖端 宇島 計 

基
本
施
設 

外郭施設 

防波堤 5 13 4 5  2 29 

堤防      2 2 

防砂堤 1 1     2 

護岸 12 16 7 1 1 7 44 

突堤 2 3  3   8 

離岸堤 1 1     2 

潜堤  1     1 

係留施設 

物揚場 7 9 2 1 53 4 76 

岸壁 2 8 4 2   16 

船揚場 1 3  1 3 2 10 

桟橋     4  4 

浮桟橋  2  1  4 7 

ドルフィン  1    2 3 

水域施設 
航路 1   1 1 1 4 

泊地 2 2 1 1 1 2 9 

機
能
施
設 

航行補助施設 防波堤標識 1 1     2 

輸送施設 道路 1   1  2 4 

漁港施設用地  1 1 1 1  1 5 

公共海岸用地   2     2 

漁港環境整備施設 防風ネット    1   1 

 計 37 64 19 19 63 29 231 

沖端

沖の島

小呂島
津屋崎

大島

宇島

県管理漁港配置図
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（参考）施設の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画対象施設の現状 

建設後５０年以上計画する施設数の割合は、現在の約１７％が、１０年後

には約４６％、２０年後には６６％となり、高齢化が急速に進む状況にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

施設の名称 説明 

基
本
施
設 

外郭施設 

防波堤 
外海から来襲する波浪を遮り、漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、
港内を静穏に保つために設置される構造物 

堤防 
流水による氾濫を防ぐために現地盤をコンクリートなどに
よって嵩上げして築造される構造物 

防砂堤 漂砂による河口の閉塞や港内の埋没を防ぐための構造物 

護 岸 用地又は道路等を波浪等から防ぐ構造物 

突 堤 海岸と直行方向に沖合に向けて設けられる堤防状の構造物 

離岸堤 海岸の沖合に設けられる浸食防止のための堤防状の構造物 

潜堤 堤体が水面下に没した消波構造物 

係留施設 

物揚場 
漁船等を係留させ、漁獲物の陸揚げ、漁業生産用資材の積下
ろし等の作業を行うために水際に築造する構造物で、前面
に３ｍ未満の水深を有するもの 

岸 壁 
漁船等を係留させ、漁獲物の陸揚げ、漁業生産用資材の積下
ろし等の作業を行うために水際に築造する構造物で、前面
に３ｍ以上の水深を有するもの 

船揚場 漁船を陸上に置いて係留するための構造物 

桟橋 
船舶が着岸するために陸域部から水上へ向けて作った橋状
の係留施設 

浮桟橋 
係留施設の一つで、浮箱（ポンツーン）を水上に浮かべ、柱
やアンカー（錨）などで固定し、水の干満に従って上下する
ようにした桟橋 

ドルフィン 
港湾内の水域に杭などを打ち込んで作る係留施設で、係船
杭ともいう 

水域施設 
航 路 船舶等が海上又は河川を航行するための水域 

泊 地 港湾において船舶等を停泊させる水域 

機
能
施
設 

航行補助 
施設 

防波堤標識 
防波堤の突端を明示し、航行船舶の安全を図るための標識
灯火 

輸送施設 道 路 人や車両の交通のために設けられた地上の通路 

漁港施設用地  漁港内で行われる漁業活動に供することを目的とした用地 

公共海岸用地  公共の用に供されている海岸の土地 

漁港環境整備施設 防風ネット 強い風で巻き上げられる砂等を低減させるネット状の装置 

50年以上
105施設
66%

50年未満
53施設
34%

【20年後】

50年以上
73施設
46%

50年未満
85施設
54%

【10年後】

50年以上
27施設

17%

50年未満

131施設
83%

【 現在】
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２ 基本的な考え方 

（１）基本方針 

将来にわたって漁港施設の機能を発揮していくため、点検、評価、補修検

討、対策といった維持管理サイクルを行います。 

その際、予防的な維持補修や改良を行うことにより施設の長寿命化を図

るとともに、財政負担の平準化を図ります。 

 

（２）点検・診断 

対象施設の状態を的確に把握するため、次のとおり点検・診断を行います。 

ア 日常点検（１年に１回） 

損傷の早期発見等のため、徒歩等により目視し、部材に変形・変状等が

ないか確認します。 

 

イ 定期点検（１０年に１回） 

詳細な損傷状況を把握し、健全性を診断するために行う点検です。近接

目視を基本とし、必要に応じて水中部の潜水調査を併用します。健全性を

４段階で判定します。 

Ａ 緊急措置段階 施設の主要部に著しい老朽化が認められ、要

求性能を下回る可能性のある状態 

Ｂ 早期措置段階 施設の主要部に老朽化が認められ、予防的対

策を施さないと将来要求性能を下回る恐れ

がある状態 

Ｃ 予防保全段階 軽微な老朽化が認められるが、施設の性能に

関わるものではなく、性能を保持している状

態 

Ｄ 健全 施設に老朽化が認められず、十分な性能を保

持している状態（当面、性能の低下の可能性

がない状態） 

 

ウ 臨時点検（荒天候や地震発生時） 

台風による高波浪や大規模な地震発生後、施設の損傷の有無を確認し

ます。 
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（３）施設の状況 

本県が管理する６漁港２３１施設のうち令和２年３月３１日時点で点検

が完了している１９９施設の判定結果は、判定区分Ｄが５８施設、判定区分

Ｃが９２施設、判定区分Ｂが４７施設、判定区分Ａが２施設です。 

未点検の３２施設については、今後、計画的に点検を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）対策の優先順位の考え方 

点検結果に基づき実施する対策の優先順位は、施設の健全性の他、利用者

及び第三者への影響度や施設の重要度を総合的に勘案して決定します。 

 

（５）計画期間 

計画期間は令和８年度までとします。 

  

Ａ判定：緊急措置段階

Ｂ判定：早期措置段階

C判定：予防保全段階

Ｄ判定：健全

A

0施設

0%
B

15施設
16%

C

41施設
45%

D

23施設
25%

未点検

13施設
14%

外郭施設 A

1施設
1%

B

31施設
28%

C

47施設

42%

D

33施設
29%

未点検

0施設
0%

係留施設

A

1施設
8% B

0施設
0%

C

2施設

15%

D

1施設
8%

未点検

9施設
69%

水域施設 A

0施設
0%

B

1施設
7%

C

2施設
14%

D

1施設
7%

未点検

10施設
72%

機能施設

A

2施設
1%

B

47施設
20%

C

92施設
40%

D

58施設
25%

未点検

32施設
14%

対象施設合計
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３ 対策の内容等 

（１）対策の内容 

コンクリート部材は、ひび割れや剥落・鉄筋露出等の変状に対して、鋼部

材は、防食機能の劣化や腐食等の変状に対して機能や耐久性等を回復させ

る措置を講じます。 

 

（２）対策の実施時期、費用 

対策の実施時期は、次項の「県管理漁港 漁港施設 点検・整備計画表」

のとおりとします。当面、判定区分Ａとされた施設及び判定区分Ｂ又はＣと

された施設のうち優先度の高いものの対策を推進し、今後の点検結果や対

策の実施状況を踏まえた上で、その他の施設の対策を実施します。 

対策に係る概算費用は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今後の点検結果や対策の進捗状況を踏まえ、適宜計画を更新し、対

策を実施することとします。 

 

対策費用(概算） （単位：百万円）
令和２年度～令和８年度

防波堤 122
堤　防 0
防砂堤 0
護　岸 46
突　堤 0
離岸堤 0
潜　堤 0
物揚場 120
岸　壁 36
船揚場 33
桟　橋 0
浮桟橋 63

ドルフィン 0
航　路 39
泊　地 210

航行補助施設 防波堤標識 0
輸送施設 道　路 4

漁港施設用地 0
公共海岸用地 0

漁港環境整備施設 防風ネット 0
160
833

※実際の予算や事業費とは異なります。

施設名称

合計
点検費用等

基
本
施
設

外郭施設

係留施設

水域施設

機
能
施
設



（別表）

2020
(R2)
年度

2021
(R3)
年度

2022
(R4)
年度

2023
(R5)
年度

2024
(R6)
年度

2025
(R7)
年度

2026
(R8)
年度

1 外郭施設 １号防波堤 350.0 S50 H22 Ｃ ●
2 外郭施設 １号防波堤（消波工） 153.0 S60 H22 Ｃ ●
3 外郭施設 ２号防波堤 135.0 S56 H22 Ｃ ●
4 外郭施設 ３号防波堤 173.0 不明 H22 Ｄ ●
5 外郭施設 京泊A号　防波堤 50.5 不明 H22 Ｂ ● ○ 石積補修

6 外郭施設 防砂堤 40.0 S38 H22 Ｂ ●
7 外郭施設 第１号護岸 85.0 S44 H22 - ●
8 外郭施設 第２号護岸 25.6 不明 H22 Ｄ ●
9 外郭施設 第３号護岸 115.8 不明 H22 - ●
10 外郭施設 第４号護岸 25.0 不明 H22 - ●
11 外郭施設 第５号護岸 245.0 不明 H22 - ●
12 外郭施設 第６号護岸 100.0 不明 H22 - ●
13 外郭施設 第７号護岸 108.0 S58 H22 Ｄ ●
14 外郭施設 第８号護岸 75.9 S58 H22 Ｄ ●
15 外郭施設 第９号護岸 210.3 不明 H22 - ●
16 外郭施設 第１０号護岸 40.0 S54 H22 Ｄ ● ○ エプロン補修

17 外郭施設 第１１号護岸 195.7 S61 H22 Ｄ ●
18 外郭施設 第１号突堤 20.0 H03 H22 Ｄ ●
19 外郭施設 第２号突堤 20.0 H04 H22 Ｄ ●
20 外郭施設 第１号物揚場　係船護岸 216.0 不明 H22 - ●
21 外郭施設 第２号物揚場　係船護岸 46.0 不明 H22 - ●
22 外郭施設 第３号物揚場　係船護岸 8.0 不明 H22 - ●
23 係留施設 第４号物揚場　係船護岸 120.8 S09 H22 Ｄ ●
24 係留施設 第５号物揚場　係船護岸 98.9 S09 H22 Ｃ ●
25 係留施設 第６号物揚場 92.3 S47 H22 Ｃ ●〇 エプロン補修

26 係留施設 第７号物揚場 108.0 S49 H22 Ｃ ●〇 エプロン補修

27 係留施設 第１号岸壁 189.0 S50 H22 Ｂ 〇 ● 上部工・エプロン補修

28 係留施設 第２号岸壁 30.0 S54 H22 Ｃ 〇 ● 上部工・エプロン補修

29 係留施設 第２号船揚場 90.0 S54 H22 Ｄ ●
30 航行補助施設 １号防波堤　標識 １基 S58 H22 - ●
31 輸送施設 輸送施設道路 469.7 S57 H22 Ｂ ● 舗装打ち換え

32 水域施設 津屋崎航路 9,200㎡ ― H22 - ●
33 水域施設 津屋崎本港泊地 284,328㎡ ― H22 - ●
34 水域施設 京泊泊地 1,410㎡ ― H22 - ●
35 漁港施設用地 漁港施設用地 23,980㎡ ― H22 - ●
36 外郭施設 （海岸保全施設）第２８号護岸 256.5 S35 H22 D ●
37 外郭施設 （海岸保全施設）１号離岸堤 100.0 S51 H22 D ●
1 外郭施設 東１号防波堤 35.0 H18 H30 C ●
2 外郭施設 東２号防波堤 263.2 H09 H30 C ●
3 外郭施設 東３号防波堤 78.6 H07 H30 D ●
4 外郭施設 東４号防波堤 56.0 H19 H30 C ●
5 外郭施設 東５号防波堤 100.8 H19 H30 C ●
6 外郭施設 東６号防波堤 46.0 H19 H30 C ●
7 外郭施設 東７号防波堤 60.2 H19 H30 B 〇 ● 上部工更新

8 外郭施設 北２号防波堤 223.9 S54 H30 C ●
9 外郭施設 旧第１号防波堤 55.0 不明 H30 C 〇 ● 上部工更新

10 外郭施設 旧第２号防波堤 41.4 不明 H30 C 〇 ● 上部工更新

11 外郭施設 南１号防波堤 110.4 不明 H30 B 〇 ● 上部工更新

12 外郭施設 南２号防波堤 175.2 S62 H30 C ●
13 外郭施設 南３号防波堤 226.0 H02 H30 C ●
14 外郭施設 第１号突堤 64.8 H20 H30 C ●
15 外郭施設 第２号突堤 45.0 H20 H30 C ●
16 外郭施設 防砂堤 117.0 S55 H30 C ●
17 外郭施設 第１号護岸 89.8 S58 H30 D ●
18 外郭施設 第２号護岸 47.5 S57 H30 C ●
19 外郭施設 第３号護岸 42.0 S42 H30 C 〇 ● 上部工、水叩工更新

20 外郭施設 第４号護岸 42.3 S46 H30 C 〇 ● 上部工更新

21 外郭施設 第５号護岸 173.3 H07 H30 C ●
22 外郭施設 第６号護岸 49.3 S50 H30 D ●
23 外郭施設 第７号護岸 29.3 S47 H30 B 〇 ● 上部工更新

24 外郭施設 第８号護岸 34.1 S45 H30 D 〇 ● 上部工更新

25 外郭施設 第９号護岸 41.8 S47 H30 C 〇 ● 上部工更新

26 外郭施設 第１０号護岸 43.0 S47 H30 C 〇 ● 上部工、水叩工更新

27 係留施設 第１号岸壁 120.0 S57 H30 C ●
28 係留施設 第２号岸壁 139.3 H07 H30 C ●
29 係留施設 第３号岸壁 102.9 S59 H30 C ●
30 係留施設 第４号岸壁 291.0 S50 H30 C ●
31 係留施設 第５号岸壁 25.2 H07 H30 C ●
32 係留施設 第６号岸壁 47.0 S63 H30 C ●
33 係留施設 第７号岸壁 25.6 S53 H30 C ●
34 係留施設 第８号岸壁 29.0 H20 H30 D ●
35 係留施設 宮崎地区浮桟橋 80.0 H22 H30 D ●〇 浮桟橋、連絡橋舗装張替

36 係留施設 本港浮桟橋 60.0 H26 H30 D 〇 ● 浮桟橋、連絡橋舗装張替

37 係留施設 第１号物揚場 114.3 S58 H30 B ●
38 係留施設 第２号物揚場 98.9 不明 H30 C 〇 ● 上部工、エプロン更新

39 係留施設 第３号物揚場 70.0 H07 H30 B ●
40 係留施設 第４号物揚場 45.3 不明 H30 C 〇 ● 上部工、エプロン更新

41 係留施設 第５号物揚場 30.0 不明 H30 C ●
42 係留施設 第６号物揚場 111.3 不明 H30 C 〇 ● 上部工、エプロン更新

43 係留施設 第７号物揚場 89.7 S52 H30 C ●
44 係留施設 第８号物揚場 101.4 S63 H30 C ●
45 係留施設 第９号物揚場 27.6 S53 H30 C ●
46 係留施設 第１号船揚場 60.0 S47 H30 C 〇 ● 斜路部、船置部更新

47 係留施設 第２号船揚場 55.0 S48 H30 C 〇 ● 斜路部、船置部更新

48 係留施設 第３号船揚場 60.0 S58 H30 B ● 斜路部、船置部更新

49 係留施設 ドルフィン 12.6 H11 H30 C ●
50 航行補助施設 大島安全灯 １基 H01 - ●
51 水域施設 大島本村泊地 70,420㎡ ― - ●
52 水域施設 宮崎泊地 23,048㎡ ― - ●
53 漁港施設用地 漁港施設用地 45,205㎡ ― - ●
54 外郭施設 第１号護岸 146.0 不明 H27 C ●
55 外郭施設 第３号護岸 78.0 S48 H27 D ●
56 外郭施設 第４号護岸 202.0 S48 H27 C ●
57 外郭施設 第１０号護岸 230.0 H05 H27 C ● コンクリート間詰

58 外郭施設 第１３号護岸 405.7 H06 H27 C ●
59 外郭施設 第１６号護岸 99.0 H09 H27 D ●
60 外郭施設 第３号突堤 28.0 不明 D ●
61 外郭施設 離岸堤 120.0 H04 H27 C ●
62 外郭施設 潜堤 134.0 H04 D ●
63 公共海岸用地 海岸用地（坂本） 6,767㎡ ― - ●
64 公共海岸用地 海岸用地（汐差） 999.1㎡ ― - ●

点検：● 、 整備：〇、 撤去：×

施設名
判定
区分

県管理漁港　漁港施設点検・整備計画表
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県管理漁港　漁港施設点検・整備計画表

漁港名 番号
延長
（ｍ）

建設
年次

点検
年度

講ずる措置の内容

1 外郭施設 東防波堤 116.0 S30 H24 C ●
2 外郭施設 西防波堤 170.0 S32 H24 C ●
3 外郭施設 旧西防波堤 67.0 不明 H24 B 〇 ● モルタル充填

4 外郭施設 沖防波堤 165.0 H01 H24 B 〇 ● モルタル充填

5 外郭施設 旧２号護岸 23.5 不明 H24 B 〇 ● モルタル充填

6 外郭施設 旧３号護岸 53.0 不明 - ●
7 外郭施設 １号護岸 241.6 S32 - ●
8 外郭施設 ４号護岸 70.0 S47 H24 B 〇 ●
9 外郭施設 東護岸 134.0 H11 H24 C ●
10 外郭施設 西護岸 160.0 不明 H24 B ●
11 外郭施設 用地護岸 19.0 不明 H24 C ●
12 係留施設 第１号岸壁 80.0 S54 H24 B ●
13 係留施設 第２号岸壁 57.0 S63 H24 B 〇 ● モルタル充填

14 係留施設 第３号岸壁 42.0 H09 H24 B 〇 ● モルタル充填

15 係留施設 第４号岸壁 69.0 不明 H24 A 〇 ● モルタル充填

16 係留施設 第１号物揚場 56.0 H23 H24 B ●
17 係留施設 第２号物揚場 39.0 H23 H24 B ●
18 水域施設 泊地 31,996㎡ ― - ●
19 漁港施設用地 漁港施設用地 4,581㎡ ― - ●
1 外郭施設 東防波堤 165.0 S26 H24 D ●
2 外郭施設 西防波堤 109.0 S35 H24 D ●
3 外郭施設 北防波堤 239.5 S40 H24 B ●〇
4 外郭施設 西２号防波堤 522.6 S59 H24 B ●〇
5 外郭施設 東２号防波堤 150.2 H10 H24 D ●
6 外郭施設 第１号突堤 55.0 H06 H24 C ●
7 外郭施設 第２号突堤 30.0 H23 H24 - ●
8 外郭施設 第３号突堤 28.0 H23 H24 - ●
9 外郭施設 西２号護岸 48.4 H11 H24 B ●〇
10 係留施設 岸壁 213.6 S51 H24 B ●〇
11 係留施設 －３m岸壁 216.0 H03 H24 B ●〇
12 係留施設 物揚場 142.0 S41 H24 C ●
13 係留施設 C船揚場 40.0 H03 H24 C ●
14 係留施設 浮桟橋 42.5 H12 H24 C ●
15 漁港環境整備施設 防風ネット 48.0 H10 - ●
16 輸送施設 臨港道路 370.0 S49 - ●
17 水域施設 -3.5m航路 1,201㎡ ― - ●
18 水域施設 泊地 21,298㎡ ― - ●
19 漁港施設用地 漁港施設用地 12,146㎡ ― - ●
1 外郭施設 第１号護岸 56.0 S56 H22 B ●
2 係留施設 第１号物揚場 20.0 S54 H22 B ● ○ エプロン補修

3 係留施設 第２号物揚場 165.0 S50 H22 D ●
4 係留施設 第３号物揚場 30.0 S50 H22 C ●
5 係留施設 第４号物揚場 230.0 S54 H22 D ●○ ○ エプロン補修

6 係留施設 第５号物揚場 180.0 S54 H22 D ●○ ○ エプロン補修

7 係留施設 第６号物揚場 74.0 S48 H22 B ●
8 係留施設 第７号物揚場 25.0 S47 H22 C ● ○ エプロン補修

9 係留施設 第８号物揚場 80.0 S47 H22 B ●
10 係留施設 第９号物揚場 84.8 S48 H22 B ●
11 係留施設 第１０号物揚場 130.0 H17 H22 C ●
12 係留施設 第１１号物揚場 30.0 H03 H22 B ●
13 係留施設 第１２号物揚場 475.2 S57 H22 B ● ○ エプロン補修

14 係留施設 第１３号物揚場 29.0 S38 H22 C ●
15 係留施設 第１４号物揚場 80.0 S41 H22 C ●
16 係留施設 第１５号物揚場 125.0 不明 H22 B ●
17 係留施設 第１６号物揚場 70.0 H15 H22 C ●
18 係留施設 第１７号物揚場 212.0 不明 H22 C ●
19 係留施設 第１８号物揚場 40.0 不明 H26 D ●
20 係留施設 第１９号物揚場 20.0 不明 H26 D ●
21 係留施設 第２０号物揚場 70.0 不明 H22 D ●
22 係留施設 第２１号物揚場 183.0 不明 H22 D ●
23 係留施設 第２２号物揚場 15.0 不明 H22 B ●
24 係留施設 第２３号物揚場 40.0 不明 H22 B ●
25 係留施設 第２４号物揚場 116.6 S45 H22 C ●
26 係留施設 第２５号物揚場 328.3 不明 H22 D ●
27 係留施設 第２６号物揚場 302.3 不明 H22 C ●
28 係留施設 第２７号物揚場 164.0 不明 H22 D ● ○ エプロン補修

29 係留施設 第２８号物揚場 80.0 S47 H22 C ●
30 係留施設 第２９号物揚場 40.0 S45 H22 C ●
31 係留施設 第３０号物揚場 50.0 不明 H22 C ●
32 係留施設 第３１号物揚場 130.0 不明 H22 C ●
33 係留施設 第３２号物揚場 60.0 S49 H22 B ●
34 係留施設 第３３号物揚場 60.0 不明 H22 C ●
35 係留施設 第３４号物揚場 130.0 不明 H22 C ●
36 係留施設 第３５号物揚場 14.0 不明 H22 C ●
37 係留施設 第３６号物揚場 101.0 不明 H22 B ●
38 係留施設 第３７号物揚場 176.0 S29 H22 D ● ○ エプロン補修

39 係留施設 第３８号物揚場 164.1 不明 H22 D ●
40 係留施設 第３９号物揚場 160.0 不明 H22 D ● ○ エプロン補修

41 係留施設 第４０号物揚場 86.0 不明 H22 D ● ○ エプロン補修

42 係留施設 第４１号物揚場 16.0 不明 H22 C ●
43 係留施設 第４２号物揚場 76.0 S41 H22 C ●
44 係留施設 第４３号物揚場 73.0 不明 H22 B ●
45 係留施設 第４４号物揚場 20.0 不明 H22 B ●
46 係留施設 第４５号物揚場 67.0 不明 H22 B ●
47 係留施設 第４６号物揚場 120.0 不明 H22 B ●
48 係留施設 第４７号物揚場 72.0 S41 H22 D ●
49 係留施設 第４８号物揚場 130.0 S40 H22 D ● ○ エプロン補修

50 係留施設 第４９号物揚場 178.0 S46 H22 D ● ○ エプロン補修

51 係留施設 第５０号物揚場 100.0 S48 H22 C ●
52 係留施設 第５１号物揚場 60.0 S50 H22 B ●
53 係留施設 第５２号物揚場 85.0 S44 H22 C ●
54 係留施設 第５３号物揚場 140.0 S56 H22 B ●
55 係留施設 第１号桟橋 45.0 S58 H22 D ●
56 係留施設 第１号桟橋式物揚場 78.2 H02 H22 D ●
57 係留施設 第２号桟橋式物揚場 40.0 H05 H22 D ●
58 係留施設 第１号船揚場 40.0 S56 H22 B ●
59 係留施設 第２号船揚場 77.0 H08 H22 B ●
60 係留施設 第３号船揚場 40.0 S52 H22 D ●
61 係留施設 第４号船揚場 20.0 不明 H22 B ●
62 水域施設 航路 34,608㎡ ― H26 D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 浚渫

63 水域施設 泊地 255,388.5㎡ ― - ●
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県管理漁港　漁港施設点検・整備計画表

漁港名 番号
延長
（ｍ）

建設
年次

点検
年度

講ずる措置の内容

1 外郭施設 東防波堤 529.6 S59 C ●
2 外郭施設 西防波堤 246.5 不明 C ●
3 外郭施設 １号護岸 64.8 S61 C ●
4 外郭施設 東護岸 156.4 H02 C ●
5 外郭施設 ２号護岸 235.8 H05 Ｄ ●
6 外郭施設 １号用地護岸 30.0 S50 Ｂ ●
7 外郭施設 ２号用地護岸 30.0 S30 C ●
8 外郭施設 ３号用地護岸 17.0 S30 C ●
9 外郭施設 道路護岸 187.0 H05 Ｄ ●
10 係留施設 中央物揚場 133.0 S30 C ●
11 係留施設 西側物揚場 110.0 S54 Ｄ ●
12 係留施設 第１号物揚場 70.0 S61 Ｄ ●
13 係留施設 -2m物揚場 452.5 H03 C ●
14 係留施設 船揚場 50.0 H02 C ●
15 外郭施設 船揚場護岸 53.0 S50 C ●
16 係留施設 ４号浮桟橋 50.0 H07 Ｄ ●
17 係留施設 １号浮桟橋 45.0 H10 Ｄ ●
18 係留施設 ２号浮桟橋 50.0 H11 Ｄ ●
19 係留施設 ３号浮桟橋 71.5 H11 Ｄ ●
20 係留施設 ドルフィン １基 H13 Ｄ ●
21 係留施設 ドルフィン １基 H13 Ｄ ●
22 輸送施設 道路（１） 270.0 H06 C ●
23 輸送施設 道路（２） 1,163.0 H11 C ●
24 水域施設 -2.5航路 8,000㎡ ― H29 A 〇
25 水域施設 宇島泊地 22,736㎡ ― H29 C
26 水域施設 -2.0泊地 56,200㎡ ― H29 C
27 漁港施設用地 漁港施設用地 42,751㎡ ― Ｄ ●
28 外郭施設 （海岸保全施設）元町堤防西１号 400.5 S46 H29 C ●
29 外郭施設 （海岸保全施設）宝来町堤防東１号 740.0 S33 H29 C ●

※【判定区分】　A：緊急措置段階、B：早期措置段階、C：予防保全段階、D：健全、―：未点検
※本計画は、今後の点検結果や対策の実施状況を踏まえ、適宜、更新します。
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